
 

    徳島市農業委員会総会 議事録 

１ と き 
令和３年２月２６日（金）  開会 午後 ３時５５分  

閉会 午後 ４時５０分 

２ ところ     徳島市役所 １３階 大会議室 

３ 議 長 会長  川人 泰博  

４ 出席者 

 

 

 
 

＜農業委員＞ 

  １番委員  井川 洋二  ２番委員  岸本  昇  ３番委員   天羽 俊文 

４番委員  野口 俊廣  ５番委員  大貝 美治   ６番委員   金澤 敬治 

８番委員  久米 裕純   ９番委員  川人 泰博  10番委員  佐々木永薫 

11番委員  板東美佐緒  12番委員  品山 昌美  13番委員  植田美惠子 

14番委員  廣瀬 長市  15番委員  細川 勝義  16番委員  谷川 興一 

17番委員  鎌田 良昭  18番委員  政岡  茂  19番委員  市岡 沙織 

 ＜農地利用最適化推進委員＞ 

   ２番委員 安廣 貴明     ３番委員 佐野 泰弘   ４番委員 宮本 隆美 

５番委員  谷野 勝    ８番委員 中川 敏明  １０番委員  安渕 和子 

１１番委員  松浦 義幸  １３番委員 坂東 賢二  １４番委員 兼田  博行 

１５番委員 笹田 孝  １７番委員 多田   孝   

５ 欠席者 ＜農業委員＞        ７番委員  原田 和彦 

＜農地利用最適化推進委員＞ ９番委員  増井  孝重 

６ 欠 員 なし 

７ 議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事 農地関係議案 

付議案件 

  第１号議案  農地法第３条の規定による許可申請の審議について 

 第２号議案  農地法第５条の規定による許可申請の審議について 

 第３号議案  農地転用の事業計画変更申請の審議について 

第４号議案   非農地通知の審議について 

 第５号議案  相続税の納税猶予に関する適格者証明願の審議について 

 第６号議案  相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について 

第７号議案  農用地利用集積計画の承認について 

第８号議案  告発状の補正について 

報告事項 

(1)農地関係報告事項                          

  １．農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出について 

 ２．農地法第５条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付について 

３．農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用の届出について 

４．農地法第１８条第６項の処理について 

５．農地改良届について 

６．農地の転用制限の例外（法第４条）による届出について 

 ７．地目変更登記に係る照会に対する回答について 
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令和３年２月 徳島市農業委員会 定例総会 議事録 

（開会 午後３時５５分） 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、定例総会を始めさせていただきます。本日の議長は会長職務代理者の岸

本委員が務めることになっております。進行をよろしくお願いします。 

 

ただ今から、令和３年２月徳島市農業委員会総会を開会いたします。本日の総会は、

農業委員 1９名のうち半数を超える１８名が出席しており、会議が成立しておりま

す。欠席の届出がありました委員は、議席番号７番 原田和彦委員です。はじめに、

議事録署名者の選任についてですが、総会議事規則第１０条の規定により、議長が指

名します。議席番号１０番 佐々木永薫委員と、議席番号１９番 市岡沙織委員にお願

いします。 

それでは、これより各議案の審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、

よろしくお願いいたします。では、第１号議案「農地法第３条の規定による許可申請

の審議について」を開始します。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

第１号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請の審議について御説明しま

す。議案書１ページを御覧下さい。全ての申請について法定の添付書類は整っており

ます。農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられないと

思われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺への

支障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。なお、許可の適否にあたり、不許

可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき事項のある案件については、個別に

説明をさせていただきます。 

1番は、譲渡人から譲受人へ、農業廃止による売買で、農地１１筆の所有権が移転

されるものです。譲受人の耕作面積は許可後３７９ａに至り、譲受人は対象地におい

て水稲の栽培や既存施設を利用し菌床事業を行うとのことです。 

2番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後３４ａに至り、譲受人は対象地におい

て、野菜の栽培を行うとのことです。 

3番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後７０ａに至り、譲受人は対象地におい

て、水稲の栽培を行うとのことです。 

４番は、譲渡人から譲受人へ、別世帯の後継者への部分贈与により、農地２筆の所

有権が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後１６９ａに至り、譲受人は対

象地において、野菜の栽培を行うとのことです。 

５番は、譲渡人から譲受人へ、別世帯の後継者への部分贈与により、農地２筆の所

有権が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後１３５ａに至り、譲受人は対

象地において、水稲の栽培を行うとのことです。 

６番は、譲渡人から譲受人へ、療養・その他生活資金のための売買で、農地１筆の

所有権が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後６９ａに至り、譲受人は対

象地において、水稲や野菜の栽培を行うとのことです。 

７番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権が移

転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後５９ａに至り、譲受人は対象地におい

て、水稲の栽培を行うとのことです。 

８番は、譲渡人から譲受人へ、別世帯の後継者への一括贈与で、農地１筆の所有権

が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後７３ａに至り、譲受人は対象地に

おいて、水稲の栽培を行うとのことです。 

９番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、農地１筆の
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所有権が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後４５ａに至り、譲受人は対

象地において、水稲やほうれん草の栽培を行うとのことです。 

１０番は、譲渡人から譲受人へ、療養・その他生活資金のための売買で、農地１筆

の所有権が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後８９ａに至り、譲受人は

対象地において、水稲の栽培を行うとのことです。 

１１番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小による売買で、農地１筆

の所有権が移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後１０６ａに至り、譲受人

は対象地において、ほうれん草の栽培を行うとのことです。 

第１号議案は以上１１件で、対象地は、田１１,９０３㎡、畑６,６８１㎡、計 

１８,５８４㎡です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の

委員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので採決いたします。 

第１号議案の農地法第３条の規定による許可申請は、全案件を許可することに異議

はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第１号議案については全案件を許可することに決

定いたしました。次の議案の審議に移ります。第２号議案「農地法第５条の規定によ

る許可申請の審議について」を開始します。それでは、事務局より議案の説明をお願

いします。 

 

 第２号議案、農地法第５条の規程による許可申請の審議について御説明します。議

案書３ページを御覧下さい。まず、全ての申請について法定の添付書類は整っていま

す。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、使用貸借権を設定し、世帯分離住宅に転用するものです。 

２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、使用貸借権を設定し、農家住宅に転用するものです。また、現地は一部の造成を

進めているため、農地法の手続きをとらなかったことを反省する旨の始末書の提出が

あります。 

３番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、使用貸借権を設定し、世帯分離住宅に転用するものです。 

４番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、所有権を移転し、露天貸駐車場に転用するものです。こちらの案件は、“貸“が

つく転用目的ですが、令和２年６月に除外申請されており、令和２年１２月に公告さ

れています。 

５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、所有権を移転し、住宅用地の拡張のため転用するものです。 

６～７番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。この２件の申請地は、

公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は、所有権を移転し、

６番は住宅展示場に、７番は水路に転用するものです。 

８番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は、使用貸借権を設定し、世帯分離住宅に転用するものです。 

９番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人
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天羽委員 

 

は、賃貸借権を設定し、露天資材置場に転用するものです。 

１０～１３番は譲受人が同一であるため合わせて説明します。この４件の申請地

は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は、賃貸借権を

設定し、１０～１２番が太陽光発電施設として、１３番が太陽光発電管理用地及び進

入路に転用するものです。また、１３番の現地は転用行為が一部行われており、農地

法の手続きをとらなかったことを反省する旨の始末書の提出があります。 

１４～１５番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。この２件の申請地

は、徳島市応神支所から３００ｍ以内に位置する第３種農地です。譲受人は、所有権

を移転し、露天駐車場に転用するものです。 

１６～２２番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。この７件の申請地

は、公共投資の対象となっている甲種農地に該当します。譲受人は、賃貸借権を設定

し、工事用道路及び資機材置場として一時転用するものです。 

２３～２４番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。この２件の申請地

は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は、賃貸借権を

設定し、迂回路用地として一時転用の更新をするものです。 

２５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、所有権を移転し、世帯分離住宅に転用するものです。 

２６～３１番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。この６件の申請は、

集団的に存在し、良好な営農条件を備えている第１種農地、及び公共投資の対象とな

っていない第２種農地に該当します。譲受人は、賃貸借権を設定し、作業ヤードとし

て一時転用するものです。 

３２～３３番は、譲受人が同一であるため合わせて説明します。この２件の申請地

は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人は、賃貸借権を

設定し、現場事務所及び露天駐車場として一時転用をするものです。 

３４番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、所有権を移転し、露天資材置場に転用するものです。 

３５番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受

人は、使用貸借権を移転し、営農型太陽光の一時転用から永久転用への切り替えによ

るものです。 

以上の案件につきましては、農地法に規定されている立地基準および一般基準にお

いても、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用目的が資材置場とな

っている案件については、太陽光設備認定をとっていないことを確認済であり、転用

規模が大規模である４番、１１～１２番、１４～１５番案件、そして農地区分が甲種・

１種である１６～２４番と２６～３１番案件については地区審査を実施しました。 

第２号議案は全３５件で、地目は田が１６，９５１．３６㎡、畑が 

２４，２９３．６５㎡、その他が１２．８６㎡で、合計、４１，２５７．８７㎡です。 

転用目的の内訳は住宅用地２，８２６．９４㎡、駐車場・資材置場５，７９４．８６

㎡、その他施設用地３２，６３６．０７㎡です。以上で説明を終わります。御審議を

よろしくお願いします。 

 

 事務局からの説明は以上ですが、地区審査を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。 

 それでは、４番案件の地区審査に参加していただいた、勝占地区の天羽委員さん、

転用計画の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

今月１７日の午後３時より、４番案件で地区審査を実施しましたので、報告します。 

参加者は、野口委員、佐野推進委員、宮本推進委員と私の委員４名、転用者側は２名、
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事務局２名です。申請対象の農地は、徳島市大松小学校の北西側に隣接し、第２種農

地に区分されるとのことです。今回の申請について、土地の所有者と譲受人との間で

所有権を移転して、露天貸駐車場に転用しようとするものです。造成については、境

界線内側に平地を設け、周囲に堤防を作り、駐車場部分に敷き詰める砕石が流出しな

いよう施工するとのことです。排水については、敷地内に勾配を取り、新設の集水桝

等の排水施設を設け、排水する計画です。また、地元の土地改良区からは排水同意書

及び意見書が提出されています。 

結論として、今回の申請について、農地法上で許可となる条件を満たしており、勝

占地区の委員は一致して、問題なしと判断しました。報告は以上です。よろしくお願

いします。 

 

ありがとうございました。続きまして１１～１２番案件の地区審査に参加していた

だいた、不動地区の久米委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいかが

でしたでしょうか。 

 

 今月２２日の午前１０時より、１１～１２番案件の地区審査を実施しましたので、

報告します。参加者は、私と増井推進委員、転用者側４名、事務局２名の８名です。

申請対象の農地は、徳島市不動中学校から東へ約１．５ｋｍに位置しており、第２種

農地に区分されるとのことです。今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で賃貸

借権を設定し、太陽光発電施設に転用しようとするものです。造成については、隣接

地と同じ高さまで砕石を敷きつめ、周囲にはフェンスを設置する計画です。排水につ

いては、雨水のみであり、地元の土地改良区から意見書及び排水同意書も提出されて

います。 

結論として、今回の転用許可申請について、農地法上で許可となる条件を満たして

おり、周辺農地に対する被害防除措置についても配慮されており、不動地区の委員は

一致して、問題ないと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

 ありがとうございました。続きまして１４～１５番案件の地区審査に参加していた

だいた、応神地区の品山委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいかが

でしたでしょうか。 

 

 今月１６日の午前１０時より１４～１５番案件の地区審査を実施しましたので報

告します。参加者は坂東推進委員と私、事務局２名、転用者側１名の計５名です。申

請地は、徳島市応神支所から南へ約２５０ｍに位置し、第３種農地に区分されるそう

です。今回の申請は医療用弾性ストッキング・一般用着圧ストッキング製造販売会社

が所有権の移転を受け、露天駐車場に転用しようとするものです。転用自由は、従来

使用の駐車場が不十分であり、一部に倉庫の建設計画もあり、新規雇入れ統合その他

で社員が増えるもので新たな駐車場が必要であるため、既存の駐車場の西側隣接地に

駐車場を拡幅するものです。被害防除計画は、隣接農地への雨水の流入防止のため、

舗装面より１０ｃｍ程度既設コンクリート擁壁を嵩上げし、計画地の北から南側に排

水勾配を取り、南面に U 字溝を新設し、集水桝を設置して既存の排水管を利用して

市水路に排水する計画です。 

 今回の申請について、地元吉野川土地改良区及び応神水利組合との協議も整ってお

り、被害防除措置及び農地法上で許可相当となる条件を満たすものであるので、応神

地区の委員は一致して許可やむを得ないのではないかという心証を持ちました。報告

は以上です。よろしくお願いします。 
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議長 

 

 

 

細川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

鎌田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。続きまして１６～２４番までと、２６～３１番案件まで

の地区審査に参加していただいた、川内地区の細川委員さん、転用計画の内容等につ

いて、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

 今月１６日の午後２時より１６～２２番案件、２３～２４番案件、２６～３１番案

件の、３つの計画に対して地区審査を実施しましたので報告します。参加者は植田委

員さん、廣瀬委員さん、兼田推進委員さん、笹田推進委員さんと私の委員５名、事務

局２名、転用者側は、２３～２４番案件では４名、残り２つの計画では、それぞれ２

名です。 

まず、１６～２２番案件ですが、場所は徳島自動車道徳島インターチェンジから東

へ約２．５ｋｍに位置し、この辺りは、公共投資の対象となっている甲種農地に区分

されるとのことです。申請内容は、土地の所有者と譲受人との間で賃貸借権を設定し、

工事用道路及び資機材置場として、一時転用するものです。四国横断自動車道の建設

工事のために、西日本高速道路株式会社から、現状の工事用道路を引き継ぐかたちと

なっており、一時転用するための申請には再度、地元土地改良区からの意見書及び排

水同意書も提出されているようです。 

次に、２９～３０番案件ですが、場所は、阿波しらさぎ大橋北詰から東へ約１．５

ｋｍに位置し、第２種農地に区分されるとのことです。申請内容は、土地の所有者と

譲受人との間で賃貸借権を設定し、迂回路用地として一時転用の更新をしようとする

ものです。こちらも、四国横断自動車道の建設工事のために、迂回路が必要となり、

一時転用の許可を受けていましたが、工期延伸を理由に一時転用の更新を行うための

もので、地元土地改良区からの意見書及び排水同意書も再提出されているようです。 

最後に、２６～３１番案件ですが、場所は、徳島自動車道徳島インターチェンジか

ら東へ約２ｋｍに位置し、第１種農地と第２種農地に区分される農地が混在している

とのことです。申請内容は、土地の所有者と徳島市広域道整備課との間で賃貸借権を

設定し、作業ヤードとして、一時転用するものです。四国横断自動車道周辺対策事業

を掲げ、現在では十分な流水状況が確保できていない対象水路の改善のため、水路改

良工事の実施に必要なスペースを確保するための申請であり、地元土地改良区からの

意見書及び排水同意書も添付されているようです。 

結論として、それぞれが大規模な公共工事を目的とした一時転用の申請であり、農

地法上で許可となる条件を満たしていること、周辺農地に対する被害防除措置につい

ても問題無いことから、川内地区の委員は一致して、問題なしと判断しました。報告

は以上です。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして３５番案件の地区審査に参加していただい

た、南井上地区の鎌田委員さん、転用計画の内容等について、御心証などはいかがで

したでしょうか。 

 

今月１７日に３５番案件で地区審査を実施しましたので報告します。参加者は多田

推進委員と私の委員２名、事務局２名と転用者側が２名になります。申請地の位置は、

南井上学校から南西へ約３００ｍにあり、２種農地に区分されるとのことです。転用

目的は、太陽光発電施設であり、営農型の一時転用から永久転用への切り替えとなり

ます。排水は、雨水のみで、地下浸透とし、地元の水利組合からの排水同意書も提出

されているようです。 

結論として今回の転用許可申請については、農地法上での許可条件を満たしてお

り、周辺農地に対する被害防除措置についても、問題なく、南井上地区の委員として、

問題は無いと判断しました。報告は以上です。よろしくお願いします。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

ありがとうございました。地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、そ

の他、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見、御質問

はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので採決いたします。 

第２号議案の農地法第５条の規定による許可申請は、１２番と１６～２２番、２６

～３１番を許可相当として県に諮問し、残りの２１件については全案件を許可するこ

とに異議はございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 異議がないということですので、第２号議案については１２番と１６～２２番、 

２６～３１番を許可相当として県に諮問し、残りの２１件については全案件を許可す

ることに決定いたしました。 

続きまして、次の議案の審議に移ります。第３号議案「農地転用の事業計画変更申

請の審議について」を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

第３号議案、農地転用の事業計画変更申請の審議について御説明します。議案書８

ページを御覧下さい。           

１番は、令和元年１０月１日付で許可を受けていたものです。当初は、社会福祉施

設として転用許可を受け計画を進めていましたが、敷地内にある駐車場部分の一部

を、施設が経営する喫茶店に変更するため申請されたものです。立地基準については、

他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。一般基準について

ですが、こちらの申請は、当初計画からの一部の変更になりますが、転用目的そのも

のは当初と同様です。よって、この度の変更に伴った資料一式が提出されています。

排水については、地元水利組合の同意書が再提出されました。隣接農地への被害防除

措置についても問題は見受けられません。また、地区審査については、地元農業委員

と協議し、一部の変更であることを考慮し、不要であると判断されたため、実施して

いません。 

第３号議案は以上１件で、畑のみ１，３２２㎡です。転用目的の内訳は、その他施

設用地です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので採決いたします。第３号議案の農地転用の事

業計画変更申請の審議については、本案件を承認することに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第３号議案については本案件を承認することに決

定いたしました。続きまして、次の議案の審議に移ります。第４号議案「非農地通知

の審議について」を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

第４号議案、非農地通知の審議について御説明します。議案書９ページを御覧下さ

い。 

１番の所在は、徳島市上八万中学校から東に約９００ｍに位置しており、今月の 

１８日に地元の委員３名と事務局２名で状況を確認しております。土地所有者により
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議長 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

全委員 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

ますと対象地は２０年前から耕作していない農地であり、土地の周囲の状況からみ

て、復元しても継続して利用することができない状態であると認められます。また周

辺は、山林が多く、非農地判定による周辺農地への被害発生のおそれは小さいと思わ

れます。 

第４号議案は、１件で、対象地は畑３５０㎡です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。それでは、御発言がないようですので採決

いたします。第６号議案の非農地通知の審議については、本案件を非農地と承認する

ことに異議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第４号議案については、本案件を非農地と承認す

ることに決定いたしました。なお、この議決により、所有者及び関係各所に非農地通

知を送付することになります。それでは、次の議案の審議に移ります。 

第５号議案「相続税の納税猶予に関する適格者証明願の審議について」を開始しま

す。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

第５議案、相続税の納税猶予適格者証明願の審議について説明させていただきま

す。議案書 10 ページを御覧下さい。今月の申請は 2 件です。対象地及び相続関係

を示す資料等の添付書類は整っています。 

１番は、令和●年●●月●●日に相続が発生し、被相続人の妻が猶予を受けようと

するものです。 

２番は、令和●年●月●●日に相続が発生し、被相続人の子が猶予を受けようとす

るものです 

対象地は全て、全面積が継続して耕作状態にあります。第５号議案は以上２件で、

対象地は田のみ、●●●㎡となっています。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので採決いたします。第５号議案の相続税の納税

猶予適格者証明願の審議については、全案件を承認することに異議はございません

か。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第５号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。次の議案の審議に移ります。第６号議案「相続税の免除予定事案に

係る特例農地利用状況の確認について」を開始します。それでは事務局より、議案の

説明をお願いします。 

 

第６号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の審議について御説明

します。議案書１１ページからを御覧下さい。 

１番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた

ものです。 

対象地は全て、納税猶予申告時と同じく農地として利用されております。第６号議
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全委員 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

全委員 

案は以上１件で、税務署あてに報告しようとするものです。対象地の面積は畑のみ 

●●●㎡です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので採決いたします。第６号議案の相続税の免除

予定事案に係る特例農地利用状況の確認については、本案件を承認することに異議は

ございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第６号議案については本案件を承認することに決

定いたしました。次の審議に移ります。第７号議案「農用地利用集積計画の承認につ

いて」の審議を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第７号議案、農用地利用集積計画の承認について御説明します。議案書１

２ページを御覧下さい。全ての申請について、農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項に定める、利用権設定に関する要件は全て満たしていると思われます。 

今月は、新規設定が７件、再設定が２件で合計９件となっており、そのうち賃貸借

権が７件、使用貸借権が２件となっております。設定しようとする土地での地区別の

内訳は、１番が多家良地区・２筆・１件、２～４番が応神地区・７筆・３件、５～８

番が川内地区・８筆・４件、９番が、北井上地区・１筆・１件となっております。 

第７号議案は以上で、田７筆・１１，１３９㎡、畑１１筆２２，６２７㎡の合計 

１８筆３３，７６６㎡となります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、その他、全案件につきまして、申請地区の委員

さん、他の委員の皆様、御意見・御質問はありませんか。全案件につきまして、 申

請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので採決いたします。 

第７号議案の農用地利用集積計画の承認については、全案件を承認することに異

議はございませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がないということですので、第７号議案については、全案件を議案書のとおり

承認することに決定いたしました。続きまして、農地関係の第８号議案「告発状の補

正」についての審議を開始します。それでは事務局の説明をお願いします。 

 

説明 

 

事務局からの説明は以上ですが、本案件につきまして、 申請地区の委員さん、他

の委員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言がないようですので採決いたします。 

第８号議案の告発状の補正については、本案件を決定することに異議はございませ

んか。 

 

異議なし。 
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議長 

 

異議がないということですので、第８号議案につきましては、本案件のとおり決定

いたしました。来月上旬に徳島地方検察庁に告発状を提出する予定でございます。な

お、議案書には、個人情報や捜査上の重要事項にあたる箇所が含まれておりますので、

この場で回収させていただきます。事務局がお席を回って回収いたしますので、しば

らくお待ち願います。 

以上で付議案件の審議を終了します。続いて、事務局より報告事項の説明をお願い

します。 

 

報告事項について御説明します。議案書１４ぺージを御覧下さい。 

１番は「農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出について」です。

１５ページに渡り４件受理しました。１６ぺージを御覧下さい。 

２番は「農地法第５条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付につい

て」です。１件受理しました。１７ぺージを御覧下さい。  

３番は「農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用の届出について」です。

６件受理しました。１８ページを御覧下さい。 

４番は「農地法第 18 条第 6 項の処理について」です。２件受理しました。１９

ページを御覧下さい。 

５番は「農地改良届について」です。２件受理しました。２０ページを御覧下さい。 

６番は「農地の転用制限の例外による届出について」です。１件受理しました。 

２１ページを御覧下さい。 

７番は「地目変更登記に係る照会に対する回答について」です。１件回答しました。 

報告事項の説明については以上です。 

 

報告は以上ですが、何か御意見等はございませんか。 

それでは、以上をもちまして、令和３年２月徳島市農業委員会総会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

（午後４時５０分） 

 


